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午後１時５４分 開会 

○長野室長 ただいまから、第６回食品容器包装のリサイクルに関する懇談会を開催させていただ

きます。 

 事務局の食環室長の長野でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日、お忙しいところ、また、お暑い中、お集まりいただきありがとうございます。 

 本日の委員の出欠状況でございますが、百瀬委員、原田委員につきましてはご欠席とのご連絡を

受けております。また、前回まで日本フードサービス協会から出ていただいていた渡邉委員におか

れましては、榎本委員に交代ということでございましたので、ご報告いたします。 

 榎本委員、簡単に自己紹介、お願いいたします。 

○榎本委員 皆さん、初めまして。日本フードサービス協会の環境委員会からまいりました榎本と

申します。前任の渡邉委員にかわりまして今回から参加させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 所属は牛丼の吉野家で環境を担当しております。普段はＩＳＯ14001の事務局、あるいは省エ

ネ・廃棄物を主に担当しております。今回の法改正をきっかけに、改めて容器包装の発生抑制、そ

れからリサイクルについて取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○長野室長 ありがとうございます。 

 また、本日はプラスチック容器包装の再商品化手法を中心にご議論いただくということもござい

まして、委員の皆様方に加えまして、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会の久保専務理事、

また日本容器包装リサイクル協会の浅川部長に参加いただいていることをご紹介いたします。 

 それでは、お手元の資料をまず確認させていただきます。 

 まず議事次第ございまして、議事次第の下のほうに配付資料の一覧を記載しております。資料１

が本懇談会の名簿、資料２がプラスチックのマテリアルフロー図、資料３がプラスチック製容器包

装のリサイクルの現状、そして、資料４がＥＵ各国におけるプラスチック製容器包装のリサイクル

の現状、資料５がマテリアル・ケミカルリサイクラーの能力及び落札量、資料６がその他プラのベ

ール品質調査結果の推移、資料７が容リ法の基本方針の抜粋となっております。また、資料８とい

たしまして、ペットボトルのボトルｔｏボトルリサイクルへの取組、また資料９が容リ協会のほう

から出していただいておりますプラスチック製容器包装に係る実証試験結果の報告、また参考資料

といたしまして、産構審と中環審の合同会合の資料が参考資料１と参考資料２と、前回と前々回の

ものが入っております。また、参考資料３といたしまして、本懇談会の食品容器包装リサイクルに

関する役割分担と費用分担等についてのとりまとめということで、参考資料３ということでつけさ

せていただいております。 

 資料の不足ございましたら事務局までお申しつけください。 

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 座長、進行、お願いいたします。 

○石川座長 こんにちは。暑い中、ありがとうございます。 

 それでは、早速本日の議事に入りたいと思います。本日はプラスチック製容器包装の再商品化手

法のあり方と、それからペットボトルに関して国内循環が議論になっていますので、その点ご議論

いただきたいと思います。 

 全体の話ですけれども、本日はフリーディスカッションという形にして、議論を詰めてまとめる
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ということではなくて、皆さんご意見を出していただいて、議論になるのは構わないと思うんです

けれども、特にまとめるということではありませんというのを最初に申し上げたいと思います。 

 資料としてたくさん用意されていますが、この中でソーティングセンターの部分については、容

リ協会の浅川部長に来ていただいていますので、浅川部長から後ほどご説明いただきたいと思いま

すが、それ以外の資料については事務局から説明していただきたいと思います。 

○長野室長 それでは、事務局のほうから簡単に、資料２から８までを説明させていただきます。 

 資料２でございますが、懇談会の中でも日本のプラスチック全体がどのようなことに今なってい

るのかということ、また織先生からも前回のときに産廃のほうも結構あるんじゃないのかというよ

うな話をお伺いいたしまして、一般社団法人のプラスチック循環利用協会様のほうで整理をしてお

ります2012年のプラスチックのマテリアルフロー図というものをつけさせていただいております。

これが資料２でございます。 

 これは、容器包装以外のプラスチックも含まれておりますし、またもちろん、ペットボトルも含

んでいるものということでございまして、量として全体、左から樹脂の生産量、国内の生産量が

1,054万トン、それに再生樹脂が40万トンぐらい投入をされて、樹脂の輸出、輸入に分けられて、

その中で上の部分になりますが、国内の樹脂製品の消費量といたしまして960万トン、それを投入

量といたしまして937万トン、排出段階ということで排出されるところになると、排出量が857万ト

ン。 

 生産段階で生産ロスとか加工ロスというのと合わせまして、総排出、廃プラスチックとしての総

排出量が929万トンぐらいということで伺っております。またそれを一般系の廃棄物と産業廃棄物

というふうに分けると、ちょうど同じぐらいの量です、一般系が446万トン、そして産業系の廃棄

物が482万トンということでございます。 

 一般系廃棄物のマテリアルリサイクルということで、再生利用に68万トン、ケミカルリサイクル

ということで27万トン、ＲＰＦとか熱回収ということで固形燃料には26万トン、廃棄物発電、これ

は発電施設のついた廃棄物焼却場というところだそうですけれども、これが195万トン、そして単

なる熱利用というところの焼却というのが33万トン。また、単純焼却されているものというのが69

万トンで、直接埋め立てされているものが29万トン。 

 同じように、産業系の廃棄物もマテリアルのリサイクルというものが136万トン、ケミカルの部

分が11万トン、ＲＰＦ等が81万トン、廃棄物発電が107万トン、熱利用の焼却が60万トンで、単純

焼却27万トン、埋め立てが60万トン。これ、それぞれ合わせたものが廃棄物計ということで、マテ

リアルリサイクルが約２割の22％ぐらい、ケミカルは４％ぐらいで、サーマルの部分がそれぞれ

12％、32％、10％とあるということです。マテリアル、ケミカル、サーマル合わせますと、有効利

用されている廃プラスチックというのは80％ぐらい。この744万トンの80％というものの分母は廃

プラの総排出量ということで、929万トンのうち、排出されたもののうち有効利用されているもの

というのが約８割ぐらいあるというデータになっております。 

 続きまして、資料３でございます。これは初回の懇談会でも説明をさせていただきましたけれど

も、それを同じくまたつけさせていただいております。 

 これまでのプラスチック容器包装リサイクルの現状ということで、左側、マテリアルリサイクル

の落札単価、ケミカルリサイクルの単価が減少傾向にあるということがございますし、委託数量と

いうのも順次ふえてきているというところでございます。 

 また、委託料の業種別ということで、私ども食品容器というところでございますので、食料品製
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造業と清涼飲料製造業の部分、足すと45％ぐらい、委託料を食品関係事業者で負担をしているとい

う構造でございます。 

 また、裏の２ページ目になりますけれども、このプラスチック製容器包装のリサイクルに当たり

ましては、合同会合でも話題になっておりましたけれども、プラスチックの原材料として再生利用

するということが望ましいということで、最大50％まで材料リサイクルを優先するという枠が定め

られております。熱回収につきましては、緊急避難的な位置づけということで実績はございません。 

 現在のプラスチック容器の再商品化手法では、こちらのプラスチック製容器包装の再商品化手法

別資源化率というのを平成22年のときの中環審の中の、合同会合の資料からとっておりますけれど

も、材料リサイクルの中で、そのベールのうち50％は他工程利用プラということで残渣になってい

る、多くはＲＰＦ等で活用されているというふうに聞いています。 

 また、ケミカルの高炉還元とか、コークス炉化学原料化、ガス化につきましても、それぞれ24％、

11％、29％ぐらいは他工程に使うなり、水分とか異物が出るということでございまして、一定程度

の残渣が出ているということでございます。 

 このような中で、規制改革計画の中でも、このプラスチック製容器包装の再商品化のあり方を根

本から再検討するということが閣議決定をされているところでございます。 

 続きまして、資料４になります。こちらＥＵの諸国がどのようにこのプラスチック製の容器包装

をリサイクルしているかということで、プラスチックヨーロッパというところのデータをつけてご

ざいます。リサイクルをされている、これはマテリアルリサイクルということ、ＥＵの場合はケミ

カルのほうは少のうございますけれども、マテリアルリサイクル含めてリサイクル率というのが緑

で示されているものです。一番高いのはオランダが50％超ぐらいということになっておりますが、

それぞれ20％未満から大体40％ぐらいの間にあるという形でございます。 

 また、エネルギーのリカバリーというところもＥＵでは積極的にやられておりまして、これをオ

レンジの部分になりますけれども、上位の国につきましては、ほとんどリサイクルしているものと、

エネルギーのリカバリーで100％に近い形の活用がされているということでございます。 

 続きまして、資料５でございますけれども、こちら日本容器包装リサイクル協会のほうにいただ

いておりますけれども、マテリアルリサイクラーとケミカルリサイクラーの能力と落札量の推移と

いうことでございます。吹き出しで書いてあります、それぞれいろいろとその途中経緯を、推移が

ございますけれども、左側のものが能力、要するにリサイクラーの処理能力全体を足したものでご

ざいます。右側のグラフが落札量ということで、ブルーのほうがマテリアルリサイクル、白のほう

がケミカルリサイクルということでございますけれども、順次マテリアルリサイクルの能力という

のがふえてきておりまして、そして落札量の部分は50％上限というのが22年度に入れておりますの

で、こちらのほうで50％付近に落札量はおさまっているという状況になっております。マテリアル

リサイクルの部分は非常に能力のほうが余っている、裏返していうと稼働率が低くなっているとい

う実情がわかるかと思います。 

 また、資料６になりますけれども、市町村が集めてくださるベールの品質についての調査結果の

推移でございまして、こちらも容リ協会のほうにご準備いただきました。 

 Ａランクと言われる90％以上容器包装の比率があるという、非常に美しいベールでございます、

こちら、消費者の皆さんのすばらしい分別の努力でどんどん上がってきておりまして、Ｂランク、

Ｄランクというものはそれに伴って減ってきているということでございますけれども、既に容器包

装全体の中の比率というのは、96.5％以上がちゃんと容器包装だけをベールに集めているというこ
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とで、非常に高品質のものが集められているという実態でございます。 

 続きまして、資料７です。こちらは確認のために抜粋をさせていただいておりますけれども、今

の容器包装を分別収集するというところで、基本方針の中では市町村が住民の皆様に対して分別と

か洗浄の徹底について周知を行い、洗浄されていないものであったり、容器包装以外のものが付着

し、また混入したものについては収集を見合わせて、住民に対して分別収集の必要性について説明

をすること等の措置を講ずることが必要であるということで、市町村のほうで住民の皆様にいろん

な周知がされているという根拠となる部分でございます。 

 また、別の話題になりますけれども、ペットボトル含めた国内循環というところで、その４号と

いうところですけれども、集められた容器包装廃棄物につきまして、市町村はこのみずから策定し

た分別収集計画に従ってこれを分別収集するときは、分別収集で得られたものを指定法人、これは

容リ協会になりますけれども、指定法人等に円滑に引き渡すことが必要であるというふうに定めて

おります。 

 また、市町村の実情に応じて指定法人等に引き渡されない場合にあっても、どのようにこの容器

包装廃棄物が処理されたかということを、適切に処理されているということを確認することが必要

であるとされておりますし、同時に市町村はこの処理の状況について、やはり住民に情報提供に努

めることが必要であるというふうに基本方針には定められているところでございます。 

 また、資料８になりますが、今ボトルｔｏボトルということで、ペットボトル、これまで繊維と

かいろんな文房具等にもなってきたわけでございますけれども、また容器に戻るということで、ボ

トルｔｏボトルというリサイクルが進んできておりまして、こちらＰＥＴボトルリサイクル推進協

議会の資料から抜粋をさせていただいておりますけれども、２つの手法がございまして、これケミ

カルリサイクルと、これまで言っているプラスチックのケミカルリサイクルとまたちょっと違うん

ですけれども、ボトルから再度ペット樹脂に戻るという手法で、大きい意味ですとマテリアルリサ

イクルになるわけでございますけれども、その化学的な再生法というものに加えまして、（２）の

ほうで今メカニカルリサイクルということで、不純物を高度の技術処理で除去した形で、2011年か

ら新しいシステムというのができておりまして、いろんな大手の飲料メーカー等でこのＢｔｏＢの

技術が取り入れられておりまして、ふえてきているところでございます。 

 また、お手元、参考資料の１、２とございますけれども、これ、産構審と中環審の合同会合の中

の資料でございますので、適宜必要な情報等をまたごらんいただければと思って、説明は省きます

が、この中にもいろんなデータ等があったりするところでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○石川座長 ありがとうございます。ご質問もあるかもしれませんけれども、ご質問のほうは、資

料９について浅川部長からご説明いただいた後で、まとめてお受けしたいと思います。 

 それでは、浅川部長、短い時間で申しわけないですが、15分程度でご説明いただけますでしょう

か。 

○浅川部長 容リ協会の浅川と申します。いつもお世話になっております。 

 では、資料９をごらんください。もともとこれ、物量的にごらんになってわかりますように、１

時間から１時間半を想定した資料ですが、それで15分というご依頼なので、はしょらざるを得ない

ので、はしょっていきます。右端にページ数が書いていますので、それを何ページというふうに言

いますので、よろしくお願いいたします。 
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 まず、表紙を開けていただきまして１ページをごらんください。これ課題整理なんです、ここで

捉えているのは、まずいろんな法制度的な課題は置いて、工程において素材からくる問題というふ

うに捉えて、それをまず、初めから一回見直さないといけないのではないか、こういう問題意識で

あります。 

 次、３ページをお願いいたします。この実証試験の特徴なんですけれども、まずそこに①とあり

ます。いわゆる分別保管施設を経ずに市民から分別排出された容リプラをそのまま持ち込んで実験

をするということ。それから、その内容をそのごみの分析はやりますけれども、それだけではなく

て、③番、より現実的な、もし本当にこれを分けるならどうやったらいいんだというようなことを

模擬的に実験をやる。それでどこまで分別が可能であるかを調べるということ。それから、④番も

特徴的なんですが、その分けたものにつきまして、いわゆる価値評価、どれだけのものなんだとい

う価値評価をあわせて実施した。この４つが特徴だと思っております。 

 そのデータですけれども、実はここの委員の皆様方の中にも評価委員会の委員ないし委員長もい

らっしゃいます。そういう学識経験者にお願いしました評価委員会にて出てきたデータだけではな

くて、実験経過も含めてご議論いただきながら進めてきたということで、今日はこのように確認さ

れたデータを公開しているということであります。 

 我々の希望としては、これをどう使っていくかという話が一番大事だと思っておりまして、そこ

にＡ案提唱（者）、Ｂ案提唱（者）、Ｃ案提唱（者）等を書いています。これは、例えば合同審議

会なんかでもいろんなことをおっしゃる、いろんなステークホルダーがいらっしゃるのは当然なん

ですが、例えばマテリアルリサイクルをもっと進めよう、もしくはこのままでいい、もしくは違う

やり方をやろう。先ほど石川先生が冒頭、「ソーティングセンターについては」とおっしゃいまし

たけれども、決してソーティングセンターのことをやろうとしたわけではなくて、それもその中の

一つかなと思っています。それから、いや、これだけやっても、この程度なら燃やすほうがいいん

じゃないかと、極論する方もいらっしゃるかもしれません。そういう方々に、ぜひこのデータを使

って、同じデータのベースでもってご議論いただきたいというのが我々の希望でございます。 

 はしょります。結果として、８ページをお願いいたします。まず一つ、結果を申し上げたいこと

は、集めてきましたごみの分析結果、市町村から集めてきたごみの中身でございます。フィルム類、

トレー類、ボトル類、カップ類と、これを４つ書いていますけれども、これはいわゆる形状で分け

たときの多いものから４つを取り出してきたということです。つまり、ご想像どおり、大体フィル

ム、袋類が41％ぐらいあるよと、以下、そういうことでございます。 

 例えば、袋類の中でもさらに分析をしまして、そこにＰＥが濃い青で内側に書いていまして、Ｐ

Ｐが黄色で書いています。さらにそれぞれの主材料を使った袋等が複層されているもの、もしくは

複層されていないと思われるもの、もしくはレジ袋みたいなもの、こういう形状というか、構成と

いうか、そういう分類をしたドーナツグラフを載せております。やはりＰＥが多いのがおわかりい

ただけると思います。 

 以下、トレーもご想像どおりＰＳ、発泡・非発泡含めＰＳですが、やはりここ数年、ＰＥＴが非

常にこういう分野でも増えてきているなというのがおわかりいただけるかなと思います。 

 それから、ボトルは、やはりＰＥＴの台頭が著しくて、昔はＰＥとかがもっと多かったんだろう

と思うんですが、ＰＥとＰＥＴという感じでございます。 

 それから、その次の９ページのものは、前に示しました円グラフをさらに材質別に分けた棒グラ

フでございます。一番右端だけごらんいただけるといいんですが、下からＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、ＰＥ
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Ｔという順番になっておりまして、実はこの前の合同審議会でもお答えしたんですけれども、大体、

ＰＥとＰＰが30％ぐらいずつ、それからＰＳが20％前後、ＰＥＴが15％前後といったところなので

はないかと思われます。 

 それから、その次の10ページですが、これはいわゆる保管施設というのを経ずに来るので、異物

があるので、そのことについて分析しております。 

 11ページをごらんください。次は、選別試験を行うための試験計画の話でございまして、その来

たプラスチックの混合物をどうやっていこうかということを一度整理してみたんです。そこに選別

分類名Ｍｏｄｅ１からＭｏｄｅ７と書いてありますが、そのＭｏｄｅ４というＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、

ＰＥＴ、ＰＶＣ、それぞれを単一に近く分けることを目指そうという実験の工程を組みましょう、

これをベースに考えましょうというふうに判断をしました。 

 12ページをごらんください。主要な選別設備なんですけれども、ご承知の方もこのごろは多いと

思うんですが、赤外線を用いて材質別に判定をして、それをエアーでもってその材質が来たときに、

プシュとエアーで飛ばす、こういうような光学選別機と言っているような装置をメインに使って分

けたわけでございます。 

 それから、13ページをごらんください。ここが割と大事かなと思います。今までさらっと通しま

したけれども、実はＰＥとかＰＰと書いていました字が全部斜体、斜めの字になっていたと思いま

す。これ何かといいますと、選別機屋さんですとかやっている方は、この選別機を使ったらもうＰ

ＰとＰＥが完全に分けられますよとかいう、極論言うとそういう言い方をするんですが、そのＰＥ

とかＰＰって何なんでしょうねということなんです。当然ながら、混合物だろうと思われますし、

材料識別表示がＰＰと書いてあっても、それは主要、主材質がＰＰなわけです。 

 したがいまして、この時点ではまだ目視判定がほとんどなので、ＰＥみたいなもの、ＰＰ主体の

もの、こういう意味でその時点では斜めの字にしております。あとでそれをさらに化学分析をやる。

そういうことで、本当に何が分かれているのというのをちゃんと見ようというふうにしたというこ

とであります。 

 それから、上の「構成比」という言葉も普通は「組成パーセント」とか「成分率」とかいう言い

方をするんでしょうけれども、あえてわかりにくい言葉を定義しています。それは今言いましたよ

うなことで、手選別とか官能検査によりまして分けたものの時点での割合、組成パーセントを「構

成比」という言葉にしております。 

 14ページごらんください。これが実際にＭｏｄｅ４の工程、実証試験のフローなんですけれども、

そこの右のところに今言いました言葉の定義がわかるかなということで例示をしております。ちょ

っとくどいんですけれども、例えばＰＰを分けようとして機械を設定したところの箱に何が来るか

といいますと、ＰＰライクなもの、機械が、赤外線が判定したＰＰライクなものが行くわけですけ

れども、その中身というのはちょうど右側の真ん中の黄色の枠、これがその中身をあらわしていま

す。 

 これはある実験結果なんですけれども、ＰＥが42キロ、ＰＰが255キロ、ＰＳが７キロ等、書い

てございます。当然ながら、機械がやることですから誤差もあるわけで、当然こういった素材にな

るよ、こういう認識を持たないといけませんねということでございます。 

 それから、回収率というのもここで特別に定義しているのは、まず投入した、先ほどごみの分析

をやったと言いましたけれども、そういうことを毎回やっておりまして、その投入したものの中に

は何がどのぐらい入っていたかというのが、黄色の上側の四角でございます。これも当然雑多です
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から、ＰＥ、ＰＰ、いろいろ入っています。 

 例えば、先ほど言いましたＰＰだけに注目しますと、もともとＰＰらしきものが872キロ入って

いたのに、光学選別によって採れたＰＰらしきものは255キロだったというと、これを872キロで割

ったらＰＰとしてどのぐらい回収できたか、ということなので、回収率というような定義をしてお

ります。分配率というのは通常のマテリアルバランス的な値でございます。 

 それから、３点には、次の15ページですが、これが全実験の内容ですが、ちょっと細かくなりま

すので詳細な説明はやめます。基本は先ほど言いましたフローに基づいてやったものと、その選別

順序をＰＥが最初にやったほうがいいのか、ほかの材質を最初にやったほうがいいのか等の実験、

それから同じ設定にした機械に二度通しをするというようなこと、それからもっと光学選別機の前

に、前処理として何かいろいろやったほうがいいんじゃないのというようなこと、それから光学選

別機の会社、種類を変えたらどうなるか等々の実験をやったということがここに見てとれると思い

ます。ちょっとはしょらせていただきます。 

 16ページごらんください。これが一番ベースとなりますＭｏｄｅ４の結果です。 

 それからその次、17ページをごらんください。はしょりましたけれども、先ほどの16ページは、

まず何というか、この分野の常識でＰＥからとっているんですけれども、それに疑いを持ったわけ

です。それで、じゃＰＳからとったらどうなんのとか、ＰＥＴからとったらどうなんのとかいうよ

うな実験を繰り返しやりまして、結果Ｍｏｄｅ４－３と呼んでいますけれども、ＰＳからとると、

完全にいいということではないんですけれども、トータル一番いいかな、 

 ということで、以下Ｍｏｄｅ４－３というのを中心にいろいろやったわけですけれども、先ほど

の16ページに帰っていただきますと、円グラフが、例えば上の円グラフというのはＰＥをターゲッ

トとしたところの箱の中身ですが、先ほどの黄色の四角の中で数字でご説明したやつを円グラフに

しているだけです。その横に棒グラフがありまして、Ｂ：ＰＥと書いてあります。これがＰＥをタ

ーゲットにした箱の中の性能と呼べると思うんです。つまり、先ほど定義しました回収率ですとか、

構成比ですとか分配率という３つの指標を設けたことによって、この光学選別機の性能がこの３つ

の指標だけでほぼ言えるなというふうに考えております。 

 特に、まず目標にしましたのは、純度だと思います。それは真ん中の構成比というものだと思い

ます。それで今ＰＥのところで81％と書いてございます。 

 次のページへ、もう一回17ページに行っていただきたいと思います。その17ページの同じＢのと

ころを見ていただきますと、87.6というふうに、先ほどの81から上がっています。そういうことで、

Ｍｏｄｅ４－３のほうがちょっといいかなというようなことで実験をしたということでございます。 

 それから、次に19ページをごらんください。あと５分しかないですけれども、19ページは、先ほ

どＯＨＰの８番あたりでごみの分析をお示ししました。それを例えばそのＰＥですと商品の袋です

とか、複合ありですとか、複合なしですとか、指定収集袋ですとかいうようなことが円グラフであ

ったのを覚えておられると思うんですけれども、それをそれぞれ採ってきまして、それを化学分析、

ＮＭＲと言いますが、化学分析をやった結果です。 

 そうしますと、例えば①と書いていますＰＥで商品の袋で複合ありのものはＰＥと思われますけ

れども、実際はＰＥが72％、ＰＰが14％等となっているということがあります。ですから、これが

もともとのものなんです、この表が。 

 それに対して、下の２つの段になっている表が、先ほどのＭｏｄｅ４－３の最終選別物の組成へ

の分析結果です。ここでＰＥとＰＰ、斜めの字で書いていますけれども、正確にはちょっと違いま
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して、そのＰＥ，ＰＰをそれぞれターゲットにしたときの、あの箱の中のことです。ですから、ち

ょっと定義とは違うので、下に青で「ここではＰＥ，ＰＰをターゲットとした『最終選別物』を表

す」と書いていますけれども、ややこしいんですが、そういうことです。 

 さらに言えば、それをさらにペレタイズ、混ぜて、溶かして一度成形して、でないと分析できな

いものですから、その過程で若干比重選別等も自動的に入ってきちゃうので、若干それとも違うん

ですが、通常の何ら工夫のない通常のラインということでご理解ください。 

 それでいきますと、やはりＰＥというふうに思われるものが、分析結果で86％でＰＰが８％、逆

にＰＰと思われるターゲットにしたものはＰＰが77％、以下ほかのものが入っている、こういうよ

うな結果でございます。 

 じゃ、そのＭｏｄｅ４－３のこうやって分けた結果というのが、選別機の精度としてどうなのか

というのを評価しないといけないということですが、それをどうやるのかといいますと、上の表の

①から⑧までのものの構成比が先ほどの８ページの円グラフでわかっていますから、これを用いて

加重平均したわけです。それぞれが何％ぐらい入っているので、その分析結果のＰＥ、ＰＰ、Ｓｔ

ユニット、ＢＤユニット、いろいろ書いています。これ全部加重平均したわけです。それでＭｏｄ

ｅ４－３のＰＥだろうと思われるものはこういう組成だろうということで比較したわけです。 

 それが次のページ、20ページをごらんください。今のような計算をしまして、文字で書いていま

すけれども、図中「製品」というのは、分析結果①から⑧を加重平均して求めた「理論組成値」な

んです。具体的には黄土色のやつが理論組成値です。それに対して青いのが実験値です。大体その

パターンとして、一個一個のＰＥだけ見る、ＰＰだけ見るというんじゃなくて、ＰＥ、ＰＰ、その

ほかのものというパターンで見ますと、ほぼ合っているということは、分別機としてはこんなもの

かな、そんなに悪くないねと。 

 つまり、逆にいいますと、分別しても、もとの入っている容器包装の材質を反映しちゃっていて、

これがある種、この実験では限界なのかなということも言えるかと思います。 

 それから、21ページ、22ページ、これはいろんな機械的特性、代表値しか書いていませんけれど

も、それをいろんな個別の組成のものと比べたものですが、これをやり出すとすごく時間がかかり

ますので、はしょります。 

 結論だけ言いますと、混合物なので、どちらかというと、その中で低い特性値を持っているもの

に引っ張られてやっぱり低くなっちゃうねということが一つと、それからＰＥとＰＰが割と混ざっ

てきますので、どうしても。ＰＥとＰＰというのはサラダオイルと水のようなもので、本来、非相

溶なんです。ですから、やはり完全にはホモジーニアスにはならないで、ブレンドしたことによる

悪さというのも一部の物性には響きます。そういうことが出ていると思われます。 

 23ページをごらんください。23ページはそのようにしてまとめたデータを、実はカタログ的に表

にしまして、これのでき方とか、どうやって分けたんだ、分析結果がどうだった、機械的特性がど

うだったというのをカタログシートにしまして、これをいわゆる成形事業者さんに見せたわけです。

見せながらサンプルをお渡しして、もしこれが大量にあって、安定的に供給できるとしたら幾らで

買ってくれるというようなことを価値評価としてやったわけです。 

 お聞きしたメーカーさんの選定が大事だと思うんですけれども、いわゆる容リプラの利用事業者

と呼ばれている以外の会社でございます。例えばメインでやっていただいた、トヨタのＳＡＩとい

う車が今出ているんですけれども、あの車というのは一番今いわゆるマテリアルリサイクルをした

材料がいっぱい使われているんですが、それの再生材を供給しているところなんです、一つは。 
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 そういうところとか、家電に向けた一般的な産業系の再生材を使って、コンパウンディングして

いるような、そういうところにお聞きしたということで、ざっと言いますと35円あたりで買えるか

なというふうに言っていただいて、ただし、これ全部「製品例」と書いていますけれども、それ誤

解があるというご指摘があったんですけれども、もちろん100％でその製品に成形できるわけでは

なくて、その製品を製造するときの原料の一部配合材として考えればということでございます。 

 24ページごらんください。もう時間ないんですが、それで先ほどの選別結果と合わせて、今のペ

レット単価等を合わせて、全体の収支を試算しますと、当然、廃棄物もありますから、それの処理

費用は引き算、マイナスとして全部合計しますと、ほぼ容リプラ１キロから有価物として17.3円、

廃棄物処理とマイナス10.6円で、6.7円ぐらいの売却益が期待できるかなというふうに示しており

ます。 

 次ですが、27ページをごらんください。以上をまとめますと、本実証試験では、家庭から排出さ

れたプラスチック製容器包装廃棄物をそのまま投入し、再資源化することが技術的には可能である

ということは確認できたかなと思っております。 

 はしょりましたけれども、実はエネルギーリカバリーですとか、ＲＰＦですとか、ケミカルリサ

イクルに向くような分別も検討しておりまして、それも可能だということがわかっておりまして、

その両方で技術的には可能であるというふうに書いております。 

 ②としまして、材料リサイクルを対象とした場合は、その最終選別物の純度は、余り工夫しなけ

ればということなんでしょうが、ＰＰが77％ぐらい、ＰＥが87％程度でありましたけれども、これ

は分別精度によるものと言うより、容リ廃棄物中のもとの製品中の材料組成によるものと思われる

ということであります。 

 ③、その純度の最終選別物を得る場合に、容器包装廃棄物から大体50％程度の再資源化ができる

ことになります。ただし、いろいろ説明をはしょりましたが、選別フロー等を改良したラインとか、

二度通しするとか、そういう工夫によりまして、およそ６割程度の再資源化率まではできるだろう

というようには、実験からは示唆されております。ただし、このときも今、割と多いＰＥとＰＰを

ミックスしたようなプラ、これはこれにカウントはしておりません。 

 それから、④番ですが、最終選別物をペレット化した再生材料の価値は、自動車関連部品等への

成形に適用される素材の一部配合材とすることを想定して35円から45円程度と評価されました。 

 28ページをごらんください。⑤番、容リプラ廃棄物を再生会社の引き取りが可能と考えられるま

での選別に要する費用は大体20円ぐらい、選別だけで大体20円ぐらい。これはただし５万トン／年

の規模で、さらに稼働率は100％として、収集コストはもちろん入れていない場合でございます。

模擬的な場合です。 

 同じく、ケミカル、サーマルリサイクルを対象とした場合は、84％ぐらい、塩ビ等を除きますと

84％ぐらいになりましたけれども、そういうことは可能であって、その場合は大体13円ぐらいが費

用としてかかるかなというふうに算定をされております。 

 それから、これらは、一つのデータであるということ。それから先ほどから言っていますように

稼働率を100％にしたとか、５万トンとか、これはどんどんＦＳやる人はいじっていただいたらい

いと思うんです。そのためにあえて稼働率もいじらず100％としている、従って例えば、本当は

70％ぐらいだよということでやっていただければいいと思います。 

 それから、31ページごらんください。時間ないんですけれども、参考というところで、実はドイ

ツにて実験を行ったついでに、日本でいう容リプラの再商品化に関係する会社を訪問したのですが、
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その成果として、値段を結構言ってくれたのと、サンプルも得られたというのは大きかったんです。 

 ドイツでは再生ペレットはこれぐらいで売れているし、ペレット純度はこのぐらい、単一の素材

ベールの価格、単一の素材としてのベールにしているんですけれども、それが売れているんです。

そんなことと日本で、これはもうあくまでも想定値なんですけれども、今までの実証試験の結果を

比較したのがこういう感じです。ということで並べてみました。完全に想定値ですので、本当に参

考程度でございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○石川座長 短い時間でありがとうございました。質問がたくさん出ると思いますので、そこで追

加の質問の説明があればお願いいたしたいと思います。 

 それでは、議論に移りたいと思いますが、最初に事務局から、長野室長から説明させていただい

た資料と、それから浅川部長から、短い時間ですが説明していただいた資料について、ご質問ござ

いましたらいただきたいと思います。ご不明の点がございましたら。 

 織委員、どうぞ。 

○織委員 すごく基本的な確認なんですけれども、材料リサイクルの50％優先あります。あれは結

局通達、行政指導、いずれの方式なんでしょう。何かいつも、結局、行政指導という理解でいいん

ですかねということを確認。 

○長野室長 具体的に定められている優先のところは、入札の業務方法書というんですか、容リ協

会の業務方法書の中で、そのマテリアル優先50％というところが書いてありまして、省令だとか行

政の通知だとか、そういうものにはございません。 

○浅川部長 我々がなぜそれをやっているかといいますと、今、法改正審議、合同会合ですけれど

も、その前にいわゆる手法検討会という合同審議会がありました。あのときの取りまとめに文章化

されており、優先枠を50％とするということと、総合的評価を導入するということで、それを実行

しているということでございます。 

○織委員 一応、念のために法律論的に確認しておきたいんですけれども、要はリサイクル手法検

討会の結果の提言を受けて、容リ協会が規約の中に入れ込んだというか、そういう理解でいいわけ

ですね、規約というかその中に。だから、そこには行政指導もないという話なんですね、通達もな

し、当然、閣議決定もないですという理解でいいですね、法的には。 

○長野室長 はい、そのとおりです。 

○石川座長 ほかにはいかがでしょうか。大平委員、どうぞ。 

○大平委員 今の織先生の質問の関連で。ということは、容リ協独自の判断で50％というふうに決

めた。国からは何も言われていない、こういうことですか。 

○浅川部長 国に言われています。 

○大平委員 国に言われて50％というルールにしたということですよね。したがって、それは行政

指導ですよね。 

○織委員 事実上は検討会を受けて容リ協会がやったということですよね。そこは行政指導はない

わけですよね。 

○長野室長 そうですね。指導の根拠みたいに、これでやって頂戴ねみたいな通知みたいな部分は

ないということです。○織委員 だから、その事実上は行政指導なのかもしれないんですけれども。 

○長野室長 そうですね。ただ、決して容リ協が独自でやっているということではなくて、この容

リ制度全体の手法検討会の結論を踏まえてやられているということです。 
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○大平委員 すみません、実は手を挙げたのは、浅川さんの説明の中で一つ確認させていただきた

いので。28ページのコストのところで、「収集コスト別途」というのは、売り値の費用を計算する

ときに収集コストを別途入れていないということですよね。31ページのペレットの販売価格は、日

本とドイツを比較していますが、この両方とも収集コストは算入していないですね。 

○浅川部長 はい。 

○大平委員 ありがとうございます。 

○石川座長 梶井委員、どうぞ。 

○梶井委員 資料３です、先ほど織委員からありました材料リサイクル優先のことなんですが、恐

らくその件についてまた議論になろうかと思いますので、その前に、私だけかもわかりませんが、

ここに書いてありますのは「プラスチックの原材料として再利用が望ましいとの観点から」という

ふうに書かれているだけですけれども、なぜ望ましいのかというふうになったのか。それからあと、

どういう目的、例えば環境負荷の低減とか、それから何か説明がしやすいとか、いろんな話があっ

たんじゃないかと思うので、その辺をもう一度議論の前に整理をさせていただきたいなと思って、

その経緯みたいなのと目的みたいなのをご説明いただければと思います。 

○長野室長 容リ法自身は平成７年ということで、ほかのリサイクル法に先立って個別リサイクル

法として最初にできておりますけれども、プラスチックのリサイクルの完全施行が12年からやった

際に、それに先立ちまして産構審等でどういうふうにリサイクルを進めていくかというお話をされ

ていて、その中でこのマテリアルリサイクルをできるだけ優先、できる限り原材料として利用する

リサイクルを優先的に行うというところが基本的考え方ということで整理をされております。 

 その背景といたしますと、こちらの、先ほどの資料３の２ページ目のほうに、左側のプラスチッ

クリサイクル手法の現状というところでございますが、循環型社会形成推進基本法、これは容リ法

の完全施行よりも後にできてはいるんですが、この考え方というのはプラスチックの完全施行の際

にも既にございまして、この中で書いてございます、まずは発生抑制、リデュースが一番。それが

できない場合は再使用、リユースです。それがさらにできない場合は再生利用ということで、こち

らにマテリアルリサイクルというのが入っておりまして、それがさらにできない場合は熱回収、最

後は適正処分、こういうような優先順位の話が既にあった、その当時もまだ法律としてはなってお

りませんけれども、そういうような考え方というものがあったということで、平成11年のときのリ

サイクルに当たって基本的な考え方を整理した際に、この材料利用のリサイクルを優先的に行うと

いうことが整理されたというふうに聞いています。 

○梶井委員 ３番目の再生利用は材料リサイクルというところにいるんでしょうか。それとも、と

いうようなあたりは明確にはなっていたんでしょうか。 

 次は熱回収になっていますので、その辺はよくわかっていないんですか。 

○長野室長 再生利用は再生利用しかないですよね。根拠が今にわかにわからないですけれども、

循環型社会ということで物が物に回るというところを再生利用として重きを置いていたということ

だろうと思いますが、ちょっと根拠は今の時点ではわかりません。 

○石川座長 そこの部分はまた改めてきちっと調べた上で、何かエビデンス、文書か何か探してい

ただくということで。私の記憶だと、たしか、３Ｒの優先順位というのは再生利用ですから、その

中にケミカルが入るかどうかですよね。これ結構微妙だったんですが、一応ケミカルでもあの当時

想定していたのは、ＰＥＴのケミカルみたいなものとか、ガス化、液化、液化というのは結構ドイ

ツでも当時はあって、それもマテリアルだよねというのはあったんです。燃やして、エネルギーと
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は違うという、それを明確に区別するという意識はあったと思います。 

 その中で結果的に、ドイツでプラスチックを液化するというプラントはたしか今は動いていない

と思いますけれども、経済的にもたないのでだめだったと思うんですけれども、段々、技術が変化

していって、そのうち高炉で利用する、これドイツで最初にありましたけれども、それからコーク

ス炉で利用するというのが出てきて、そのあたりは検討したときに、コークス炉で一部はコークス

になっているとか、それからほとんどは多分ガス化だとは思いますけれども、ガスになったものも

大多数はエネルギーでしょうけれども、何か物として利用できている部分もあるとか。 

 それから、高炉に入れるやつは還元材だというところもあったんですよね。その辺はグレーとい

えばグレーです。ただ、はっきりしているのは、恐らくエネルギーとして発電するとか、熱として

利用するのだけは区別するというのは、これは多分はっきりしていると思います。ただ、これは定

量的にＬＣＡの観点から見れば、どれもこれも私は同じだと思っていますが、議論の中ではそうな

っていたというのが私の理解です。 

 ほかにいかがでしょうか。鬼沢委員、どうぞ。 

○鬼沢委員 浅川さんにご質問です。31ページのペレットの、ドイツとの比較があるんですが、こ

れはドイツのペレットは日本で今回実験したものよりもかなり質が高いからこんなに高い値段で売

れるんでしょうか。それとも、もともと集まってくる、容器包装が日本と全然違って、例えばフィ

ルム系が非常に少ないとか、ＰＥやＰＰがはっきり分けやすいものばっかりが集まるとか、そうい

うことなんでしょうか。 

○浅川部長 質の違いはあると思いますけれども、そこでペレット純度と書いてありますＰＥ87％

以上、ＰＰ89％以上、これは実は我々が測ったんです。ですから、これを左側の実証試験のやつと

違うと見るか、違わないと見るかということです。 

 例えば、ＰＥは割と近い値ですから、これ違わないと見たらいいと思うんですけれども、それで

もやはり全然欧州のほうが高いです。それはもともと再生材、容リとか何とか言わずに再生材とい

うものの位置づけが全然違うんです。常識として、例えばバージンの８割ぐらいだよねという話だ

った。一方、これも容リプラから離れた話でしょうけれども、日本では再生材というと半値から始

めようかみたいな雰囲気がある。だから市場の再生材の、何というか、欲する人たちの値が違うと

いいますか、その市場価格が違うということのほうが、これについては大きいと思います。 

○石川座長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。大平委員と榎本委員で。 

○大平委員 浅川さんのこの資料の、今も話が出ました27ページの純度、ＰＰが77、ＰＥが86とい

うところとの関連なんですが、８ページのフィルム類の円グラフには複合のものも入っていますよ

ね。トレーとかボトルとかカップについては、複合のデータはあるんですか。 

 何が聞きたいかというと、この複合のものがあるので、技術的にどう選別しても100％純度とい

うのはあり得なくて、さっきのＰＰ77とか86という数字になってしまうのか。純度がここまでしか

上がらない理由が複合材に原因があるのかどうかということです。 

○浅川部長 19ページをごらんください。19ページの上のほうは先ほど言いましたように、回収し

た廃棄物の中身の組成分析であります。これの例えば⑦番とか⑧番をごらんください。分析してい

るものからＰＰとマーキングがあるので、ＮＭＲかけたけれども、例えばアイスクリームのふたみ

たいなやつ、ああいうイメージです。あれＰＰとちゃんと書いてあるんです。 

 あれを分析したら、おかしいんです、どうしても70％とかしか出てこないんですけれども、おか
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しいでしょうか？という電話かかってきたんです。私たちの評価委員会にはありがたいことに、そ

の作り側の人も入っていただいていましたので、すぐに電話して調べてと言ったら、浅川さん、ど

んぴしゃだよ、そういうブレンドだよと。 

 ですから、複層ではないんですが、初めからブレンドしていて、ＰＰが主成分なので当然ＰＰと

書いてあるわけですけれども、もとからそうやってブレンドしているというものも多数含まれると

いうことだと思います。それがもとで、これ以上純度は上がらないというのは、そのとおりだと思

います。 

○石川座長 榎本委員、お願いします。 

○榎本委員 資料３の裏面なんですが、左のほうに平成25年度再商品化手法別落札量で、マテリア

ルリサイクルのほうで数量が358千トンあるんですけれども、多分、内訳としてペットボトルの部

分が多いかと思うんですけれども、何か内訳的な資料がございましたら教えていただきたいんです

が。 

○長野室長 こちらのマテリアルの部分、35万トンにＰＥＴは入っておらず、その他プラのマテリ

アル優先の部分とケミカルの落札量になっております。 

○榎本委員 ありがとうございます。 

○石川座長 織委員、大石委員、お願いします。 

○織委員 今の浅川さんの説明の、本当に単純な質問なんですけれども、ドイツと日本を比べたと

きに、例えばＰＰをもとからブレンドしているようなＰＰを日本の容器では結構使っているけれど

も、ドイツとかヨーロッパはもうちょっと単純に、ＰＰと言ったらＰＰ、ＰＥと言ったらＰＥだよ

みたいな、そういうことってあるんですか。 

○浅川部長 それは分析できないんですよ、それはやりたいです。ご承知のように日本のごみを向

こうへ持っていくのも、向こうのごみをこっちへ持ってくるのも、非常に難しいんです。ですから、

ちょっとポケットへ入れてくるかというのは、今後出張のときに皆さんにお願いしておきたいし、

そうしたらうちへくれれば分析します。ぜひやってみたい。感触的には確かに向こうのほうがそう

いう複合材は少ないような気はしますけれども、それはあくまでも感触であって、わかりません。 

○石川座長 大石委員、お願いします。 

○大石委員 資料３の裏側の、先ほどプラスチックのリサイクル手法の現状というところで、優先

順位が書いてあったんですけれども、その下の括弧書きのところがとても重要だと思って、「ただ

し、環境への負荷の軽減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されな

ければならない。」と書いてあるんですけれども、環境への負荷という書き方がとても曖昧ではあ

るんですけれども、ＬＣＡで見るのか、例えば埋立地の量で見るとか、いろんな方法があると思う

んですけれども、これって今までこの環境への負荷の軽減にとって有効であるかどうかというのが

ちゃんと議論がされてきているのかどうかというのをお聞きしたいんですけれども、もしわかれば、

ここでお聞きすることではないかもしれませんが。 

○長野室長 これも循環法の中で環境への負荷がというふうに漠然と書いてありまして、環境への

負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらないことが考慮されなければならな

いとしか書いてございませんで、それについて、じゃ環境への負荷、ＣＯ２なのかとか、何なのか

というところは、今、にわかにわからないです、すみません。 

○石川座長 これは、前回見直しのときだったと思いますけれども、それに関連してですけれども、

ＬＣＡ評価をやったんです。平尾先生が来られているので、平尾先生からそのときのお話をしてい
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ただければと思うんですが。 

○平尾委員 そのＬＣＡ評価を最初に実施した委員会の委員長は石川先生なのですけれども、一応、

委員として発言したほうがよろしいかなと思います。今、大石委員からお話があったように括弧書

きがあるので、やはりちゃんと環境負荷というものをしっかり見ようという議論があって、実際に

容リ協会の中で委員会をつくって、各事業者さんからもデータを提示してもらいながら、実際にＬ

ＣＡを実施したわけです。 

 合同の検討会にも資料が出ておりましたように、実際にＬＣＡをして、どうしてももちろん仮定

は入ります。特に何と比べるのかという仮定は入るのですけれども、その範囲の中ではしっかりと

したデータに基づいた、かなり信頼性の高いＬＣＡができたと委員の中では認識しています。例え

ば、マテリアルリサイクルでパレットを作る場合、木材のパレットを置き換えたのか、プラスチッ

クのパレットを置き換えたのかによって、随分結果が違う。だからＬＣＡとしてはどっちをとるか

は決められないけれども、両方とも結果は提示はしている。 

 ケミカルリサイクルとかサーマルリサイクルについても、しっかりと、本来こういう燃料が使わ

れていたものが容器包装プラを使うことによってこれだけ環境負荷がわかるというのを出していま

す。結果はどこかの資料に出ていると思いますけれども、ＲＰＦなどで、極めて効率の高い熱利用

というのが一番、ＣＯ２と、それから化石資源の削減に寄与するという結果を出させていただいて

いると思います。その後がたしかコークス炉原料化だったかと思います。 

 マテリアルリサイクルは、平均すると環境負荷削減効果が低くて、かなり低いものと比較的いい

というものの間が幅広いという結果に、たしかなっていたという記憶でございます。 

○長野室長 参考資料の１の20ページに、多分、先生がやられたものの後の森口先生のときの取り

まとめというので、ＬＣＡの分析結果を載せております。参考資料の１が12回目の中環審の合同会

合の資料がいっておりますけれども、その資料２－２のあと、参考資料１というのがありますが、

そのプラスチック製の再商品化についての中の、めくっていただいて、６というところです。こう

いうグラフの後のページで、プラスチック製容器包装の再商品化に関する環境負荷分析が①と②と

いうのがございます。 

○石川座長 これややこしい話なんですけれども、全体として一度は平尾委員がおっしゃったよう

な、委員会として一回やって、それから環境省がそれを受けて、また森口先生が座長でもう一回や

っているんです。全体の結論としては、平尾先生おっしゃったとおりで、今ＬＣＡで総合評価する

といったって、ＣＯ２とか、あとは埋立地がどうかとか、限られたものしかできないんですけれど

も、その範囲で見ている限りではケミカルとマテリアルは特に差がないというふうな話に落ち着い

ています。ただし、全体として個別のものに対する評価は平尾先生おっしゃったとおり、いいデー

タもあるし、そうでもないデータもあるので、個別のものじゃなくて、想定して計算して、出して

いただいたデータで計算したものの平均から見る限り、大きな差はないというふうな結論でした。

よろしいですか。 

 では、大平委員。 

○大平委員 12ページのこの６番の、これは環境省がやった調査なんですね。その前に容リ協でつ

くった検討会、それには石川先生が座長をされた。その容リ協の調査結果で私が記憶しているのは、

材料リサイクルは環境優位でない、むしろ環境的に劣っているという結論だったように思うんです

けれども、そんなに差がないという結論だったのですか。 

○石川座長 あれはいろんな前提条件があるので、劣っているという結論を出すほどの大きな差で
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はなかったと思います。出てきた数字は確かに低かったんですけれども、それが意味のある差かど

うかという評価のところです。 

○浅川部長 最後のまとめの文章、私がそのとき書かせていただいたのでお答えしますと、その材

料リサイクルを優先するほどの理由はない、ちょっと忘れましたけれども、そういうような書き方

をしたと思います。（事務局注）正確には「材料リサイクル手法が特段優れているとは言えないこ

とが明らかとなった」が原文。（プラスチック再商品化手法に関する環境負荷等報告書（平成19年

6月）） 

○石川座長 その辺は微妙なところではあるんですが、一言でいうとそんなに大きな差はない、要

はそんなに差はない。環境面が先ほどの梶井委員からの質問に戻りますけれども、マテリアルを優

先するというのは、当初はそういうデータも結果もなかったですから、経済的にもひょっとすると

成立するかもしれないし、環境面もいいかもしれないというふうな期待が最初はありましたから、

それでスタートした。 

 それが何年もたってやってみて、評価をしてみたらそれほどの差がないことがわかったというの

が大ざっぱな記述になるかなと思います。 

 三富委員、どうぞ。 

○三富委員 実証実験の質問ということでよろしいでしょうか。先ほどありましたように、実証実

験のいろんなＭｏｄｅで試して、それでも純度的にはやはり10％から20％ぐらいが各種の材質に異

物が混ざってくるということだったと思います。 

 それを踏まえて、ページ23の製品の評価のところになりますが、ここで価格というイメージでヒ

アリングといいますか、再商品化事業者の方に判断をしていただいています。 

 質問内容としては、やはりその品質、製品品質というところが事業者なので非常に気になるとこ

ろでして、実際にその成形とか、実証実験ですから数が少ないのはよく分かりますが、多少でもや

ってみてどうか。そうするとその備考欄にあるようなものが、臭気とかそれ以外のものが製品とし

て出てくるかどうかというのが非常に気になります。 

 それをやったかどうかというご質問ですけれども、それに関しては、第３回の懇談会のときに勉

強会をやったと思います。そのときはピュアな材料を使って、まさに10％ぐらい混ぜたときにその

物性、伸び、曲げ、あるいは弾性というのがどうなるか。それだけではなくて、トマトフレーバー

が吸着したとか、フィルムにすると質感が全然違うということで、単に純度だけの問題ではなくて、

やっぱり混ざることにより大きな影響を受ける、ましてや、そのピュアな材料以外のものでやった

ときには、かなりの、ペレットだけ見ていてはわからないようなことが出てくるかと思いますが、

そういった意味で実証成形試験等をやったのか、あるいはやっていないのであれば多少なりともや

るべきではないかと思います。その辺お願いします。 

○浅川部長 答は、やっていません。ただ、やっていませんけれども、先ほど言いました高パウン

ダーの人たちの、これこそ経験で、この程度のものだなというのがわかるように、組成ですとか、

普通はそんなの出てこないですが、組成ですとか特性はお示しをした上で物を触ってもらって、そ

れでこの値というのではあります。 

○三富委員 それは、できない理由があったんですか。 

○浅川部長 一つにはやっぱり量、ご指摘の量だし、それから何か部品化までしようと思うと、多

分彼らがやっていることというのは、ある種の材料を持ってきたら、それの材料設計をまずするん

だと思うんですね。コンパウンディングの調製をするんだと思います。その開発を経て、それから
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その部品化をやるんだと思います。つまり、その部品に対する適正な流れ性ですとか、それから要

求特性もあるでしょうから、それ全部、配合設計をしてから部品化するのが普通だと思うんです。

そこまではやれていないです。 

○石川座長 よろしいですか。 

 片山委員、お願いします。 

○片山委員 少し戻りますが、資料２の確認をさせていただきたいと思います。このプラスチック

については、最終の排出段階で、一般系廃棄物と産業系廃棄物分かれると思います。この一般系と

いうのは、家庭から排出されている廃棄物のプラという理解でいいと思いますが、そうすると、こ

の中で再生利用などの、その先の処理の方法がありますけれども、これは結局、自治体の分別基準

というかやり方によって大きな影響があって、この結果になっているという理解でよろしいでしょ

うか。基本的な確認で申しわけないのですけれども。 

○長野室長 この一般系、もちろん事業系一廃というのがどっちに入っているかというのは、いろ

いろと運用が違ったりする部分もあって、普通は事業に伴って出たものであれば産廃というところ

になり得るんでしょうけれども、そこは余り明確に分かれていなくて、ただ、この一般系廃棄物と

言われている中に、家庭系のものが多く含まれているということは確かでございまして、そのうち

大体、この中でほかの家庭用品みたいな玩具とか家具みたいなものも入っているんですけれども、

容器包装の割合がこの一般系廃棄物のうちの大体７割ぐらいというふうにデータをいただいており

ますけれども、これが事業系一廃なのか家庭系一廃なのかという内訳はわからないということでご

ざいます。 

○片山委員 どちらかというと、市町村の意思が結構働いているという理解をしておいてよろしい

ですか。集めた先のリサイクルに回る部分というのは、市町村の意思が比較的強く反映されている

という確認がしたかったのですが。 

○長野室長 そうですね。この廃棄物発電というのは高効率ものだけではなくて、およそ発電つき

の焼却炉の部分は全部こちらのほうに入っているということなので、現状が、意思がどうかという

のはちょっとわからないんですけれども、現状はこういう形で処理されているということをあらわ

すものだというデータということでございます。 

○石川座長 梶井委員。 

○梶井委員 実証実験のほうで一つ教えてください。23ページ、ここの読み方が少しわからないの

で教えていただきたいと思います。 

 上のほうに臭気が改善されれば、純度が改善されれば、臭いがクリアされれば10円から20円、こ

ういう記述があるんですが、10円から20円というのはまたちょっと安いなという思いもあるんです

が、これの読み方としては、臭気とか、そういうのが改善されなかったら使えないというような、

そんなイメージになってしまうのか。それと、後のほうで出てきますドイツとの比較か何かであり

ましたのでは、売価が単一で11円とかなっていますけれども、その辺の関係がよくわからないので

教えていただければと思います。 

○浅川部長 時間がなくて説明しなかったので、ドイツのことはもう一回話しますが、まずその23

ページに書いてあることですけれども、成形屋さんに持っていったときに、例えば今おっしゃった

一番上のものを持っていったら、35円ぐらいでは買えるんじゃないかなとおっしゃった。さらに、

もっと安定的に臭気とか純度が改善されれば、プラス10円から20円、つまり40円、45円とか、55円

まではいけるかもねと、こういうお答えだったという意味です。 
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○梶井委員 これはプラスですね。 

○浅川部長 それから、31ページのご質問ですが、まず11円というのは下に書いていますけれども、

ドイツのやり方というのをまずお話ししないといけなかったんです。ドイツというのは、まずその

容リプラが入ってきたものを思い切り分けます。分けてベール化をするんですが、日本でベールと

いうと、いわゆる分別基準適合物、ごった煮のベールです。このドイツなんかのベールというのは、

ほぼ単一素材なんです。要するに95％ぐらいＰＥだったり、95％ぐらいＰＰだったり。さっきの斜

めの字のＰＥだったりＰＰだったりというほうが正しいでしょうけれども、ぐらいの単一素材のベ

ールなんです。そのベールを25円とか28円ぐらいでリサイクラーというのがもう一人いて、分けた

人たちから買っているわけです。 

 その左側の実証試験の価値評価結果という欄は、もしもそういうことを想定して、日本では無い

ですけれども、そんなＰＥだとかＰＰだけのベールをつくったら、それは先ほどの35円とかいう値

打ちがあるねとおっしゃっていただいたことから逆算すると、つまりペレタイズの費用を引くと、

ＰＥだったらＰＥの単一素材のベールをつくったとしたら、値打ちとしては11円ぐらいあるよねと、

こういう意味です。 

○石川座長 平尾委員、どうぞ。 

○平尾委員 今のご質問にも関連はあると思っているのですけれども、資料５で現在マテリアルリ

サイクルの優先枠50％設定があって、その場合に総合的評価というのをやっていることになってい

るのですけれども、これは、いわゆる入札という経済的な競争と何か総合的な評価を行う技術的な

評価みたいなのが混ぜて入札作業が行われているのか、その辺がどういうふうに行われているかと

いうことでしょう。つまり50％にコントロールするためにどういうことが行われているのかを知り

たいということと、一番優先されて、とてもよいマテリアルリサイクルであるとされた場合には、

余り競争的でない入札が行われているのかどうか、つまり言い値で落とせちゃうというような状態

が起きているのかどうかというようなことを知りたいということです。 

 それに合わせて、先ほどの容リ協でやられた試験の最後の結果での価格というのは、どれも30円、

40円という世界なのですが、今まさにご議論があったような表のところで、製品例が自動車ダクト

とかシート、文具というのがありますけれども、こういうものになれば最優先的に入札ができるよ

うな製品になるのか、つまりこのように技術で分別をかけると、今少なくとも優先と考えているよ

うなものが、よりよくつくられていくような方向にいく技術と考えていいのかどうかというのを教

えていただきたい。 

○浅川部長 むちゃくちゃ難しい質問、ありがとうございます。人の資料を使わせていただきます

というか、もともと私がつくったんですが、参考資料１、合同審議会の資料の、その一番後ろの参

考資料２というところを開けてください。 

○大平委員 これでしょう。 

○浅川部長 別になっていますか、それです。その参考資料２というやつです。 

○大平委員 43ページに当たるところです。 

○浅川部長 その参考資料２というやつの中の、できるだけかいつまんでご説明するには、まず11

ページをごらんください。平尾先生のご質問の後のほうから先にお答えしたいと思います。 

総合的評価という表で、次にご説明します、入札での優位性を高めているというふうにご理解いた

だきたいんですけれども、じゃあ、より高めるときの成績は何かというと、この表にあります総合

的評価をした結果なんです。 
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 ご質問は、先ほどの分別、選別を徹底的に行って、35円とはおっしゃっていましたけれども、あ

あいう精度のものをつくって、例えば自動車部品等にしたらどうなのかということだと思いますけ

れども、ここにある総合評価の得点が高いほど入札が優位になるようにできていますので、そうし

ますとこの総合的評価というのは、大きく３つの分野、つまり「リサイクルの質・用途の高度化」

と「環境負荷の低減」と「再商品化事業の適正かつ確実な実施」というものから成っているわけで

す。 

 そのうちの上のほうのリサイクルの質・用途の高度化で、例えば単一素材化ですとか、塩素濃度、

主成分濃度、異物パーセント、臭気、それから高度な利用と言いまして、これは例えば自動車の部

品なんかは高度な利用だとちょっと、定義は今日ははしょりますけれども、だと思われますので、

そういうもの。こういうところが当然ながら他よりも得点が上がるわけです。 

 そうすると非常にこの総合的評価の点は上がると思われますので、そういう意味では平尾先生の

最後のご質問はイエス。要するにこれをやることによってよくなるでしょうかということには、総

体的にはイエスでございます。 

 それから、戻りまして10ページをごらんください。じゃ入札制度どうなっているかという話だと

思いますけれども、この棒グラフが２つ、棒が２つあるんですけれども、左側の太い棒が、いわゆ

る保管施設の申し込み量だと思ってください。今ですと大体70万トン、67万トンとか、そんなもん

です。大体67万トンぐらいの絵にしてあると思います。 

 そこで優先枠を50％というのはどういうことかといいますと、その真ん中辺にＢ、Ａと書いてあ

りますが、それを２つ合わせますとちょうど半分に絵を描いたんです。つまり三十五、六万トンが

優先枠に充てられるよという意味であります。 

 それに対しまして、右側の棒というのが事業者さんの落札可能量の棒グラフであります。そのと

きにまず左のほうの市町村の優先量を決めたときに、実はＡは優先枠の中でもＡ枠とＢ枠というの

は先に設定しちゃいます。そのＡ枠というのは、先ほど競争が働かない云々というお話がありまし

たけれども、Ａ枠というのが競争優位、つまり競争率を固定しちゃうわけです。競争率1.05倍に今

のところ固定した量を計算、要するにこのＡ枠45％と書いてあるところの量に1.05を掛けるという

作業、計算をしたら、そこで落札したのが、落札できた人はそのＡ枠量ということでもらえるとい

うことであります。 

 今度、右側の棒グラフを見ていただきまして、優先事業者とあります。優先事業者というのは、

実は今のところ塩素と主成分と水分率がある基準値以内の人たちを優先事業者と、材料リサイクル

の中でも、という判定をしているんですけれども、その事業者さん全体の落札可能量というのがそ

のＢ枠、Ａ枠とここに書いてあるところの合計が優先事業者の落札可能量なわけです。 

 それを先ほど設定したＡ枠、Ｂ枠に分けるんですが、そのときに、そのＡ枠というのは先ほどか

ら言いましたように、計算ごとで出ちゃうわけです。それが出ちゃうので、その残りを引き算、優

先事業者の処理可能量からＡ枠あてがい量を引いたらＢ枠が自動的に出る、こういう計算をしてい

るわけです。 

 実際に、それぞれの事業者がどうなっているかというと、その右側の小さい、ア、イ、ウ、エと

いうふうに会社名と思っていただきたいんですけれども、書いています。エの人は相対的にＡ枠の

ハッチングがちっちゃいです、背が低いです。アのところはＡ枠がいっぱいあるように書かれてい

ます。この緑のハッチングの高さというのは、実は先ほどの総合的評価の結果を、成績のいい人か

ら悪い人まで並べまして、それを何分割かしまして、それでいい人からＳ１クラス、Ｓ２クラスみ
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たいな名前をつけていまして、そのＳ１、２クラス、Ｓクラスによって、この緑の高さが決まるよ

うな計算をしているということであります。 

 ですから、Ａ枠、Ｂ枠といっても、ある社がＡ枠、ある社がＢ枠というようなことではなくて、

同じ再商品化事業者さんの、材料リサイクル事業者さんの優先事業者さんがＡ枠もＢ枠も実は持っ

ているんです。それの比率がＡ枠のほうが当然有利なわけです、競争率1.05倍ですから。それをい

っぱい持っているほうが当然有利なわけです。それを先ほどの総合的評価の成績順で量を決めてい

ます。 

 ちょっとわかりにくいので、一回聞いただけじゃ多分ご理解いただけないと思いますけれども、

非常に複雑だということだけ、雰囲気でわかっていただければと思います。 

○石川座長 ともかく総合的評価は機能しているということだけご理解いただければ。恐らく1.05

倍の競争率をどう評価するかとか、そういうことはあると思うんですけれども、実際、機能はして

いるんだということだけご理解いただければと思います。 

 あと、よろしいでしょうか。 

 質問、たくさん出たので討議ということに入りたいと思いますが、討議というか、まず皆さんの

ご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○大平委員 資料３の２ページ目の関連ですが、熱回収は緊急避難的、補完的と位置づけられて実

績なしというふうに認識されていると思いますが、この認識で正しいんだろうかという問題提起を

したいと思います。 

 材料リサイクルのところを見ると、50％がペレットになって、残り50％の残渣には緑色で他工程

利用プラ等というふうに書いてありますが、前にご説明を聞いたときに、このほとんどは熱回収に

回っているというお話だったと思うんです。そのときに私が質問したのは、これを熱回収に回すと

きに、逆有償でどこか熱回収をする業者に渡すのでコストがかかっている。そのコストは容リ協か

らこの材料リサイクルの委託を受けたときの委託料に含めて容リ協からもらう、こういうお答えだ

った思うんですよ。 

 すなわち、どういうことかといいますと、ペレットにするコスト、それから残渣を熱回収するコ

スト、これ全て特定事業者が負担をして、材料リサイクル用に引き渡されたプラスチック容器包装

が処理されているというのが実態じゃないかと思うんです。 

 そうすると、この容リ法の枠の中でそれが行われているわけですから、熱回収は実際にはその裏

でと言ったら何か変ですが、存在している。それをきちっと認識すべきじゃないかというふうに思

うんです。そうでないと、現在のシステムが誤解されるんじゃないかと思うんです。 

 そこで関連なんですが、資料の４でヨーロッパのプラスチック容器包装リサイクルの現状という

ところで、リサイクル率とエネルギーリカバリー率というふうに分けたグラフがありますけれども、

ドイツはたまたまこれらを足して100％近くだから、ちょうど比率がわかりやすいんですが、42％

ぐらいがリサイクル、それから58％ぐらいが熱回収でプラスチック容器包装がリカバリーされてい

るという現状だと思うんです。 

 先ほどの日本における熱回収というのをきちんと表に出して認識して、認知して本当に熱回収さ

れているのはどのぐらいなんだろうかという、この表４のようなグラフができませんか。それをす

べきじゃないかと思うんです。隠れている熱回収を表に出すことによって、再商品化手法のルール

をきちっとつくり直すということだと思うんです。 

 すみません、もう一言だけ。ヨーロッパに行っていろいろ話を聞いてきてわかったのは、ケミカ
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ルリサイクルとかフィードストックと向こうが呼んでいるものはほとんどない。なくて済む理由は、

材料リサイクルに向いたものだけ集めて、それは材料リサイクルしている。向いていないものは熱

回収のほうに回して、ほとんどごみ発電している。その結果がこの資料４のグラフになっているん

だと思うんです。 

 見方を変えて日本も現状をきちんと把握した上で、熱回収というのをどこまで認めるべきなのか

ということ、それから材料リサイクルの対象にするのはどういうものがいいのか、50という割合が

いいのかということを議論すべきじゃないかと思います。 

○石川座長 ありがとうございます。資料４に関しては、私もちょっと調べてもらったんですけれ

ども、結論は、これは余り当てにしないほうがいいんじゃないか。つまり、分母も分子も国によっ

て恐らく相当違っているので、余りこれをそのまま額面どおりまともに受けないほうがいいと思い

ます。 

 それから、大平委員からのお話は、マテリアルと分類しているけれども、半分は熱回収をしてい

る。考え方からいくとマテリアルが優先で、ケミカルでエネルギー利用だ、リカバリーだというこ

とになっているので、そこのところをもう少しきちんと議論するべきであるという問題提起が一つ

あったかなというふうに思います。 

 この点に関していかがでしょうか。ご意見お持ちの方は。 

 榎本委員、どうぞ。 

○榎本委員 外食の場合ですと、プラスチックは食べ物のテイクアウトで主に使っているんですけ

れども、どうしても残渣がついてございます。ですから、どうしてもマテリアルとかケミカルに向

かない現状ございますので、ここにあります資料３の熱回収については緊急避難的な位置づけとい

うふうにございますけれども、もっとこのサーマルリサイクルの評価は高くしてもいいのかなとい

う気がしますし、外食の現状からするとサーマルにせざるを得ない状況がございますので、そうい

ったものを考慮して評価していただければと思っています。 

○石川座長 廃棄物の性質として汚れているからというご趣旨かなというふうに思います。大平さ

んがおっしゃったようなのは、多分、マテリアル、ケミカル、それからエナジーリカバリーの優先

順位が一方で言われているけれども、実態はそれぞれミックスですよね。それを一体どう評価する

のというところと、それからもう一つは、大平さん直接おっしゃっていないですけれども、マテリ

アル、ケミカル、それからサーマルリカバリーを、決まっているんだという考え方じゃなくて、も

う一歩突っ込んで考えたら、それでいいんですかということから来ているんじゃないかなと思いま

す。 

 この点に関していかがでしょうか。その前の榎本さんのご意見というのは、出てきたものが汚れ

ているから向かないという趣旨なので、ちょっと違う話になっているかなという感じはします。後

ほどそれについてはまたご意見を伺います。 

 じゃ、どうぞ。 

○本田委員 今の論点、再生利用と熱回収を区別して手法ごとに議論すべきだということだと思う

んですけれども、資料３の裏側のページに再商品化手法別の資源化率と書いてあるんですが、これ

を見ますと、ピンクのところが恐らく再生利用のおつもりで記載されているんだと思うんですが、

まずはケミカルリサイクルのところのプラスチック製品というのは、これはプラスチック樹脂にな

るというふうに理解すると、コークス炉化学原料化でポリスチレン樹脂になっている割合が36％、

油がそのままプラスチック樹脂になっているというところをもう少し精査する必要があるというこ
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とと、前の審議会でガス化のアンモニアのプラスチック製品、すなわちアクリルニトリル樹脂だと

思うんですが、これについては容器包装由来のカーボンＣが入っていないと審議会の中でも事業者

が回答されていましたので、これをピンクに塗ることは間違っていると思います。 

 アンモニアにつきましても、ＮＨ３ですので、17分の３しか容リプラ由来のものが入っていない

ということになりますので、このサーマルと再資源化を議論する際には、この容器包装プラスチッ

クの再商品化について議論をしているわけですので、この容器包装プラスチックがどう化学的に分

解されて製品になっているかを整理しないといけないと思います。 

 特に、高炉とかコークス炉というのは99％が石炭を投入するプロセスになっていますので、いわ

ゆる石炭化学の分野における反応と、容器包装プラスチックが炉に入った場合にどう反応するかと

いうところをもう少し化学的に整理して、それに基づいてＬＣＡもやらないとおかしなことになる

んじゃないかというふうに考えています。 

 それから、材料リサイクルの50％の他工程利用プラについては、今大半がＲＰＦとかセメント燃

料化ということでサーマルリサイクルをされていますけれども、これも法律ができたときには50％

ぐらいしかできないだろうということで、今に至っております。再商品化を50％以上、我々もやる

インセンティブがない状況ですが、先ほど浅川さんのほうで説明されたように、光学選別機を並べ

ればＰＳもＰＥＴも回収して再商品化できるポテンシャルもありますので、総合的評価の中で50％

以上リサイクルしたら何らかの加点が出るような制度もあわせて検討いただければと思います。 

 以上です。 

○石川座長 ありがとうございました。具体的なご提案もあったかと思います。 

 あとはいかがでしょう。きょうはＰＥＴの国内循環のご意見も伺いたいと思いますので、また次

回以降、議論する機会はあると思いますが、よろしいでしょうか。 

 とりあえずここまでとさせていただいて、ＰＥＴの国内循環に関してご意見を伺いたいと思いま

す。 

 ペットボトル回収して品質のいいものができていて、マテリアルリサイクルされているんですが、

市町村においては容リ協会によるんじゃなくて、有価で売れる、ベールの状態でも売れるようなも

のが集まるもんですから、場合によっては売却する。売却しているもののかなりの部分が海外に出

ている。主に中国だと思いますけれども、その状況、そもそもどう評価するのかということから、

多分意見はバラエティーがあるんじゃないかなとも思います。その点に関してご意見いただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 テーマが市町村関係なので、すみませんが。 

○菅谷委員 川崎市の場合はすごく実は恵まれておりまして、容器包装の制度に乗っているものと、

乗っていないものと、両方の部分があるんです。市内に優秀な企業の方が結構おりまして、市内循

環という考え方で少し整理をさせていただいて、容器包装のルートに乗らないものも市内循環の中

で、川崎市の場合は少し循環をさせていただいているというところでございます。実際に海外のほ

うに行っているというのは、やはり個人的な意見ではありますけれども、余りよくはないというの

は、ただ、地方自治体の財政的なところの話とセットになってきてはいるんだろうとは思うんです

けれども、一時、なかなか売却先がなくて、急遽容リ協会さんのほうにお願いしたというようなこ

ともあるというようですので、そうすると、余りよろしくないのではないかと思っているところで

ございます。 

○石川座長 ありがとうございます。川崎市の市内循環というのは、市内でマテリアルリサイクル、
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ＰＥＴですからマテリアルリサイクルだと思うんですが、そこまで確認されて市民にも知らせてい

るということですか。 

○菅谷委員 そうです、川崎市の場合は。 

○石川座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。鬼沢委員、どうぞ。 

○鬼沢委員 ここでも、合同の委員会でも何回も発言しておりますけれども、やはり貴重な資源を

なるべくちゃんと国内で循環していくというのは基本だと思います。 

 ＰＥＴは今、店頭回収でもかなりの回収がされているということを考えると、店頭回収は容リ法

の対象外ではあるけれども、本当にそのＰＥＴの資源を有効に使っていくためには、もう少し枠を

広げて考えていかなきゃいけないし、今、遠慮がちに海外に流れているのは余りよくないとおっし

ゃったけれども、市民の側からするととんでもないことだと私は思います。自治体の税金で収集し

て、とてもきれいなものが集まったものが海外に売れるからといって売っているというのは、やは

り日本の国の法律でこういうことが決められていてやっているにもかかわらず、それが海外に流れ

ていて、先日の合同委員会でもありましたけれども、それがちゃんと市民には情報提供がされてい

ないというのはおかしいと思います。 

 日本人の資質に合って、ちゃんとみんなルールを守って、いい資源として集めているものを、国

内循環でどうやって使っていくか、そして技術的にはかなり進んできていると思いますから、その

国内のリサイクル技術をちゃんと伸ばしながら守っていくということも大切なんじゃないかと思い

ます。 

○石川座長 どうもありがとうございます。明快だと思います。国内循環でいくべきである、海外

には売るべきではないという、そういう話ですね。 

 梶井委員、それから織委員。 

○梶井委員 これは食品製造業を離れて市民目線でご意見を言わせていただきたいと思います。 

 一つは、先ほどグラフにありましたように、96％でしたっけ、容リ比率がそこまで分別の制度が

上がってきました、分別じゃなくて分別排出ですか。要するに日本の消費者の方々、市民の方々の

そういう努力というのはすばらしいんだ、努力というか勤勉さというんですか、そこまでして分別

排出に協力いただいている。 

 その結果、海外に流れていますというのは、多分、一般消費者の方々、市民の方々は、貴重な資

源だから循環して使いましょうという考えに合わないというふうに思われるんじゃないかしらとい

うのが１点あります。というのが感じました。 

 それから、もう一つは、先ほどの、ちょっと戻りますけれども、プラスチックのリサイクル手法

の問題でも、恐らく一生懸命分別したら一般的にはもとのプラスチックに戻っていますというか、

もとのそういうものに戻っていますと思われている方は結構多いんじゃないかしら。その辺もきち

っとこういうものになっていますとか、それからケミカルだったらこんな形で生かされていますと

か、こういうのをしっかり伝えてわかってもらうことで、市民の判断を委ねるなんていうのも必要

なのかなと、きょうはこの件につきましては、製造業というんじゃなくて市民目線でそんなことを

感じました。 

○石川座長 ありがとうございます。 

 それでは織委員、それから、平尾委員、お願いします。 

○織委員 合同審議会のほうでも何回も意見を言っているんですけれども、結局、自治体の覚悟と



 23

いうか、自治体の取り組みによっているので、毎回ここに来ている自治体の方って優秀な自治体で、

独自処理なんかしないような自治体の方なので、私たちこういう審議するときに知りたいのは、な

ぜ海外に売っちゃうの、その自治体はということが正直、知りたいんです。 

 それが、例えば制度的に何とかリカバリーできるものなのか、あるいは実は余りその現状を知ら

ないからそうやっているのか、本当に価格だけで、価格だけだとすると、私がヨーロッパに何回も

調査に行っているときに、ヨーロッパの幾つかのリサイクラーの方に、ベルギーのリサイクラーの

方に中国になぜ売らないんですか、今キロ当たり20％ぐらい高く中国の場合は買ってくれる。だけ

ど国内のメーカーに、リサイクラーに売るのはなぜかというと、中国はいつ切られるかわからない。

今は20％高く買ってくれるけれども、いつ切られるかわからない。だけど、20％低く買ってくれて

いるのは10年前からやっているし、今後もずっと買ってくれているから、今は20％高くても売らな

い、そういうことをおっしゃっていたんです。 

 結局そういうところに尽きると思うんです。目先で行っちゃっていいのかどうかって、そのあた

りは私は本当に、むしろ独自処理をしている自治体の方に伺いたいし、そこで議論しないと、何か

いつも優秀な自治体の方いらっしゃって、やっていないところ幾ら話を聞いてもしようがないなと

思うところがあるので、ぜひ本当にそういう自治体の方で、何困っていて、どうして流すのという

ところは、伺った上で議論していきたいなというところが本当にあります。あともちろん消費者に

情報を出すとか、そういうことも含めてなんですけれども、とりあえずそこの現状をぜひ理解した

いし、私たちも助けてあげたいという気持ちでいっぱいなんですけれども、ぜひそういう形で回し

ていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○石川座長 ありがとうございます。環境省で独自処理については一定のアンケート調査はありま

すけれども、もう少し突っ込んで、なぜ売っているか、売っている結果、財政的な問題であればど

ういうふうな問題が解決されたかというところを知りたいということかなというふうに思います。 

 平尾委員、お願いします。 

○平尾委員 私も一市民としては今までのご意見とほとんど同じですが、少し違う観点で、やはり

リサイクルというのはシステムなんです。社会システムなので、システムという意味では安定して

動いていくということがとても大事だというふうに考えています。 

 ですから、いろんな車でも飛行機でも何でもいいのですけれども、何かでちょっとぽんとたたか

れて、がたがたとなるようなシステムというのは余り存在すべきものではないのだと思うのです。

そういう意味で、その他プラのほうが経済的には困ると言いながらもちゃんと引き取り手もいっぱ

いいて、循環しているという意味ではシステムは安定しているように見えるのです。経済的な問題

は別として。だけれども、ペットボトルというのは買ってくれる人がいっぱいいて、経済的な価値

も出てきたのだから、もう後は任せればいいかと言われると、既に先ほど資料３の落札単価の表を

見てもわかるとおり、ちょっとした変動ですごく揺れるということがわかっているし、過去の歴史

でも何回かそういうことを経験しているわけですよ。 

 そういう状況の中で、例えばボトルの事業者の方々は全部透明にするということをし、かつ薄く

するという技術開発もする。市民もしっかり分別するということが進んでいて、回収率が非常に高

い数字を出しているという中で、唯一、今、織先生がご指摘したように自治体が外乱が起きること

に対して弱くなるような要素を導入してしまっているような感じがするのです。 

 ですから、単に経済的にも成り立っているのだから、もうこれは放っておいて自立すればいいと
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いうことではなくて、やはりまだシステムを安定に動かすための制御装置として何かの政策なり、

あるいは今、織先生がおっしゃったような、もう少しどうやったら経済的なインセンティブでここ

のところが安定的に動くのかという議論をしておかないといけないかなというふうに、システムの

観点で考えております。 

○石川座長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。大平委員、それから大石委員、お願いします。 

○大平委員 この問題で今まで触れられていなかったポイントがあると思うんですが、それは再商

品化事業者、リサイクラーの国際競争力をいかに上げるかという点だと思うんです。 

 過去を振り返ってみると、容リ法のもとでのペットボトルのリサイクルが始まった当初、トン７

万円ぐらいのコストがかかっていたわけです、入札単価が。それがどんどん下がってきて、今有償

で回るようになった。これっていろんな人の努力があってそうなったと思うんですが、同じような

努力が各方面からできれば、中国のリサイクラーと競争するのも夢じゃないんじゃないかと思うん

ですけれども、それには技術開発も必要でしょうし、それから市場の開発、用途開発、そういうの

も必要だろうし、それぞれの立場で国は国でいろんな指導、それから飲料メーカー、再商品化事業

者、いろんな各方面の利害関係者が努力をして競争力を高めていくというふうにすべきじゃないか

なと思います。 

 実は、トン７万円のときにアメリカに視察に行きましたら、向こうは有償で回っていたんですよ。

何で日本が７万も払って、向こうがちゃんとマーケットバリューがあるのか。リサイクラーのコス

ト構造に問題があったり入札に問題があったりしたなという印象を受けて帰ってきました。 

 以上です。 

○石川座長 ありがとうございました。 

 大石委員、お願いします。 

○大石委員 本当にいつもこういう会に出てこられる市町村の方は、皆さんとてもちゃんとやって

いらっしゃるので、どうしてできない市町村があるのかというのはいつも思うんですけれども、今

までいろんな市町村の方やなんかとお話しする中で、私がすごく印象に残っているのが、何で海外

に出すかといったときに、結局、市町村がそれをリサイクルする料金というのは、全部市民の税金

を使っている。高く買ってくれるところに売るということは、それだけ市民の税金を有効に使える

ということだから、そういうふうに話をすれば市民の人がちゃんと理解してくれるというふうにお

っしゃった市町村の方がいらっしゃって、それこそ、これは市町村側もそれで納得する、消費者も

両方ともそもそも、そのリサイクルの意味というか、何のためにリサイクルをするのかというとこ

ろの根本のところが、きちんと理解できていないというか、説明できていないということなのかな

と思ったことがありました。 

 それも大分前の話なので、今はかなり変わってきているとは思いますけれども、経済的なことの

みで目先の利益を優先すると、持続可能というのは追及できないのかなというふうに思ったことが

ありましたので、お話しいたしました。 

 以上です。 

○石川座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。片山委員、その後、三富委員、お願いします。 

○片山委員 ペットボトルにつきましては、東京23区内のコンビニで回収拠点という協力をしてい

ましたが、これは来年の２月末で終了します。開始当初はペットボトルが普及し始めて、とてもじ
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ゃないけれども区の回収じゃ間に合わないということで、コンビニの店頭でも集めて、それを週１

回とか区の方が回収するというモデルができていました。今はきちんとステーション回収が定着し

てきているので、コンビニで集めなくてもいいですということで終わります。 

 これは、本当に定着しているのであればすばらしいことですし、いいと思います。しかしペット

ボトルを集める場合、結構かさばるのですが、空気を運んでいるようなもので、回収量が増えれば

増えるほど市町村が負担するコストというのは相当かかるのではないかと思います。 

 一方、家庭において使用済みペットボトルは邪魔だと思います。これがたまってくると。２週間

に１回ペットボトルを出してくださいと言われても結構大変なところがあって、それで、コンビニ

の店頭に持って来られる方もいるわけです。ですから、ペットボトルの回収リサイクルを進めてい

こうとすると、回収する方法論が結構重要で、スーパーでの店頭回収というのも一つの方法だと思

います。いかにペットボトルのようなものを効率的に集めるか、ということであり、海外に売ると

いうのも回収にお金がかかっているので少しでも高いところに売りたいという市町村としての理屈

も理解できる部分があると思います。いかにローコストで集められるか、というのが重要であると

思います。 

 以上です。 

○石川座長 三富さん、お願いします。 

○三富委員 審議会とまたかぶるような話になってきますが、観点としてはＢｔｏＢの観点からお

話ししたいと思います。 

 資源循環という面、それから高度水平リサイクルということでＢｔｏＢについてはこれ以上ご説

明しませんけれども、そういったことで弊社も含めて今、設備投資が、計画が非常に旺盛でござい

ます。 

 現状の容リ協ルートの約20万トンが再生材として流れていますが、再生事業者能力の内訳的に見

ると、2014年度は新たな設備投資、ＢｔｏＢが入りまして、設備能力としてボトル向けが約７万ト

ン、シートが７万トン、繊維が製品の出来高として３万3,000トンぐらい。これが2015年度に今発

表されているＢｔｏＢの設備投資を入れますと、もうボトル向けが11万トンぐらいの能力になって

くる。シート、繊維も各社の発表によりますと、こちらも能力増強ということでございます。さら

には2020年に某メーカーは、ＢｔｏＢだけで10万トンの能力を目指しているとのことで、ボトル向

けだけの各社トータルで16万トンとなると、既に現状の容リルートの規模を超えてしまう。 

 そのときに何が起こるかというと、やはり高付加価値で入札において高く買えるところが独占し

てしまうようなことが起きる。ＢｔｏＢとしてはいいんですけれども、シート、繊維といったとこ

ろの状況は非常に大変なことになってくる。そういった観点からも容リルートの海外流出分を国内

に回し、潤沢な資源といいますか、それを手だてる方策も必要ではないかというふうに思います。 

○石川座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。本田委員、どうぞ。 

○本田委員 ペットボトルの輸出に関してなんですけれども、２つ論点があります。使用済みペッ

トボトルを圧縮してそのまま輸出されているケースと、日本国内でフレークにして、フレークを輸

出するケースがあると思うんですけれども、まず市町村からそのまま出した場合は、出し先でどう

いうリサイクルしているかというのを確認して出しているのか、確認しないまま出しているのかと

いうのをもう少し整理する必要があるんじゃないかと思います。 

 あと、フレークのまま出しているところも、私も昨年ＰＥＴのフレークをリサイクルしている中
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国の会社を幾つか見たことあるんですけれども、洗浄した排水をそのまま垂れ流している会社もあ

れば、ちゃんと水処理をしている会社もありますので、そういう意味で、その環境影響というのも

出す責任として、自治体さんも現地を確認して出すような、そういうシステムや、ルールをつくれ

ばこの問題がクリアするのではないか。 

 あともう一つは、感情的に輸出イコール悪みたいな印象が非常に多いと思うんですけれども、例

えばこのＰＥＴフレークがユニクロさんのフリースとか何か、そういったものに使わるなど、日本

企業のための海外の製造工場で使われている場合は、それはいいような気もしますし、今も家電も

自動車も大半がアジアで生産されていますので、日本企業が使う場合のトレーサビリティが担保さ

れていればよしとするのかとか、その辺ももう少し議論してみたらどうかなと思っています。 

 以上です。 

○石川座長 ありがとうございます。なかなか議論が本質的な難しいところに入っているんじゃな

いかなというふうに思います。これ、一見全然関係なさそうですけれども、再商品化手法の話も恐

らく同じ構造の部分があるんだと思います。もともとのプラスチック由来のカーボンが、水素がい

っているか、いっていないかという議論は、私にとってはどうでもいいんですけれども、非常に重

要だという理解のほうが恐らくマジョリティーです。 

 それと同じで、ペットボトルが海外に出るんだけれども、大ざっぱにいうと問題だ。でも日本企

業がつくって、それが日本に戻ってきたらどうするのとか、立派な製品になって売られて、ニーズ

はあるんだということで、それでもいけないですかというのは、論点としては僕は十分にあり得る

話かなというふうに思います。 

 これに関連して情報提供なんですが、容リのほうの合同審議会、環境省と経産省の合同審議会の

ほうで次回に市町村の独自処理に関するアンケートが次回以降、今行われているので、データが提

供されるそうです。次回かどうかわかりませんけれども。ですから、最新のものが入るかな。 

 過去にやられたものを見ていても、たしか市民に情報を提供しているかどうか、それもある程度、

程度があって、これ、参考資料２の真ん中辺のグラフに出ていますが、こういうデータは出ていま

すので、もう少し分析されたものになっていることを期待しています。 

 どうもありがとうございました。 

 きょうは特にまとめるということを意識せずに皆さんのご意見をいただいて、討議ができればと

思いましたが、ほとんど話が途切れることなく、質問とご意見が出ました。大変ありがたいと思い

ます。 

 再生手法と、それからペットボトルの国内循環というか海外流出というか、この問題に関して言

い忘れたとか、何かご意見ございましたらここでいただいておきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 織委員、どうぞ。 

○織委員 先ほどのユニクロの話もそうなんですけれども、その容リ法がなぜつくられたかという

のを、もともとを忘れてはいけないと思うんです。 

 結局、アルミですとかスチール缶みたいに、もともとボランティアでＰＴＡとかで集まってきた、

そういう循環型社会みたいなものがありました。ところが、それらがバージン価格の影響によって、

せっかくつくっていたものだけれども立ち行かなくなってしまう。それはやっぱり循環型社会を考

えたらよくないので、そのバージンの価格によって影響されるか、されないかではなくて、システ

ムとしてまずつくっていこうというのがそもそも。ですから、どんなにバージン価格が変わったと
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しても、システムとして、法律として持ちこたえるような形でまずやっていこうというところがあ

ったので、結局、システムとしての確固たるもの、脆弱性、さっき平尾先生もおっしゃったんです

けれども、やはりそういう視点で個々の話も見ていく必要があるのかなという気はいたします。そ

れだけ１点。 

○石川座長 ありがとうございます。これ平尾先生からもお話あった点でもありますし、大平さん

がＰＥＴの価格に関してお話しあったようなところと関連すると思いますので、これ事務局にお願

いなんですけれども、入札価格の推移は出ているんですけれども、私の曖昧な記憶だと、この間Ｐ

ＥＴ樹脂の価格は下手すると倍ぐらいになっているんじゃないかなという気がします。少なくとも、

容リをつくったころから比べると、相当に樹脂価格って上がっているので、そのデータを出してい

ただければ、技術がリサイクラーの生産性が向上したから下がっている部分と、そもそもＰＥＴに

関しては国際価格が上がっているので、同じものをつくっていても価格としては上がります。マイ

ナスが小さければ水面より上に出るというところが、私はそれが大きいんじゃないかと思うんです

が、それもデータとして出していただければというふうに思います。 

 それから、参考資料３をごらんください。これは前回までご議論いただいておりました役割分担、

費用分担についてのご意見を、とりまとめをさせていただきました。案をつくりまして、議論して

いただいて、主にここの場で議論した内容をとりまとめたということですが、それに関して皆さん

からご意見いただきまして、座長に一任させていただくということでお配りした参考資料というふ

うになっています。 

 これに関しては、また皆さんからいただいたご意見がたくさんありまして、全部をそのまま入れ

たわけではありません。特にこの議論をした中から外れるようなところもありましたので、それは

反映させることができませんでした。反映させたのは主に表現だとか、発言された方がちょっと趣

旨がこっちのほうがいいとかいうふうな部分に関しては反映させていただきましたが、こういう形

のとりまとめになりましたので、ご理解いただければありがたいというふうに思います。よろしい

でしょうか。 

 大平委員、どうぞ。 

○大平委員 この参考資料３、改めて読ませていただいて、何か少し意味が通じないなと思うとこ

ろがあるので、もしできれば考えていただきたいんですが、１の２つ目の項目で上記の成果や云々

というところですが、「日本の容器包装リサイクル制度で目指すべきＥＰＲの目的は」というのが

意味がどうもよく通じない。なぜかといいますと、ＥＰＲが定義されていない。それからＥＰＲは

ＯＥＣＤの定義を見ると、生産者の責任を廃棄物にまで拡大することによって環境配慮設計を促進

させる政策手段というふうに定義されていると思うんですが、その定義を頭に入れてこれを読んで

も意味が通じないんです。容器包装リサイクル制度で目指すべきＥＰＲ、容リ制度でＥＰＲを目指

しているわけじゃないので、それから「目指すべき」が「目的」にかかるとすると、目指すべき目

的、そうするとＥＰＲ要らないと思うんです。大体、ＥＰＲという言葉をここに入れると、何かよ

く意味がわからなくなるということ。 

 それから、もう一つ、「発生抑制に重点をおく」、容リ制度には、発生抑制だけじゃなくて、い

ろんな目的があります。リサイクル促進が目的だったり、発生じゃなくて、あそこは排出抑制とい

う言葉を使ったと思うんですが、容リ法は。そうすると、何か「発生抑制に重点をおく」というと

ころも何となく違和感を感じます。 

 別にこう直してくれという強い意見を言うつもりはありません。ちょっと意味が通じにくいなと
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いうのでご配慮いただければありがたいと思います。 

○石川座長 この点に関しては、大平委員のおっしゃることもわかるような気がします。ただ、こ

れ議論の中では表現上はちょっとわかりにくいというのは、そうかなと思います。内容的には、こ

れ優先順位の中で発生抑制が重要だというふうなご意見は、織委員からも梶井委員からもいただい

ていまして、何人ものご意見が出ていたので、発生抑制だというのが入っていると思います。 

 特に、容リが目指すべきというのは、今後の日本の容リということだと私は理解していて、つま

り、当初はもちろんリサイクル推進とかいろんなことがあったんですが、それは一定もう伸びてき

て、成果をおさめているんだ。 

 今後さらにやるべきなのは、発生抑制と書いてあったけれども、それは余り進んでいないので、

今後は発生抑制に重点を置くべきだというふうに私は理解していました。この中にＥＰＲを置くべ

きかとか、ＥＰＲそもそも定義されていないというのはおっしゃるとおりなんですが、ここをどう

するかです。余り長い文章、報告書をつくるつもりはなかったので、定義とかそういうのは書いて

いないんですけれども、確かにおっしゃるように、文章的にはわかりにくいかもしれませんね。 

○大平委員 ＥＰＲというところをとるだけで何かすっきりするとは思うんですけれども。 

○石川座長 そうですね。ＥＰＲを確かにとると、今後の容リ制度で目指すべき重点的な目標はむ

しろ発生抑制であるという、そういう趣旨ですよね。私はそう思っていたので。では、これをとる

方向で修正いたします。 

○大平委員 ありがとうございます。 

○石川座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 どうぞ。 

○菅谷委員 特に意見というわけではないんですけれども、実は自治体としては、なかなかこのと

りまとめの案が相当厳しい部分が正直あるというところで、いろいろと言いたいところはあるんで

すけれども、さすがにこの場で私が一人で言うような話でもないと思うんですが、自治体としての

立場としては、やはり一定程度、容器包装の部分については、先ほどもペットボトルが何で海外に

という話とつながってくるところがあるんですよ。この制度をうまく回そうとしたら、やはり何ら

か自治体のほうも乗るような形をしないと、これから量をふやすには何らかの対策をとっていかな

いと、乗ってくる自治体がふえない可能性があると思うんですよね。 

 だから、何らかの役割分担は、役割分担を見直すこと自体は皆さんいろいろと議論があるので、

この場で言わないんですけれども、何らかの自治体が乗ってくるような方策がやはり必要ではない

かというのをあくまで自治体として言わせていただきたいと思います。 

○石川座長 ありがとうございます。これはこのこと自体を討議した席で、たまたま菅谷委員がい

らっしゃらなかったということもありましたし、正直こうしてまとめてみると、議論が出たものを

まとめるとこうなるんですけれども、自治体の、別に川崎市さんだけじゃなくて、自治体一般の方

のご意見をもし個別に聞いたらこうはならないだろうなというふうには、正直、思います。 

 ただ、それは一応議論のやり方としてこういう懇談会でやっているものですから、これはこれと

して、もともと懇談会、メンバーを絞っているから議論できているわけで、ここに参加されていな

い方に対しては別途意見を出していただくしかないかなというふうに思います。使い方としてそう

いうものじゃないかなというふうに思っています。 

 それから、菅谷委員から今問題提起があった、自治体に対するインセンティブについて議論をす

る。特に国内循環はまさにそのとおりだというふうに思いますし、それに関してはこの場で議論を
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深めることが私はできると思うので、それをぜひ今後やらせていただきたいというふうに思います。 

 ほかにご意見お持ちの方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この点については合同審議会のほうに適当なタイミングでこれを提出するというふう

にさせていただきたいと思います。 

 今後のスケジュールなんですけれども、23日、合同会合が開催されていますけれども、そこで12

月をめどにとりまとめるということが発表されていますので、今年いっぱいで議論はとりまとめる

ということのようです。この懇談会としては、そのスケジュールを勘案して議論を進めていきたい

というふうに考えておりますので、今回、役割分担と費用分担に関しては、一応とりまとめの文書

をつくりましたが、これからきょうご意見をいただいた再商品化手法だとか、ペットボトルの国内

循環に関しても、とても議論を尽くしたという状況ではないと思いますので、きちんと議論を詰め

た上で合同審議会へのインプットをつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局のほうで何かございますでしょうか。 

○長野室長 きょうも熱い議論ありがとうございました。 

 次回の懇談会ですけれども、８月はお休みということで、９月で調整をいたしたいと考えており

まして、また決まり次第、先生方にご連絡をいたしたいと思っております。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

午後４時０５分 閉会 

 


